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令和 3年度 障害理解啓発に関する広報業務のコンセプトについて 

 

1. 現状等 

平成 28 年 4 月に「障害者差別解消法（※1）」及び「仙台市障害者差別解消条例（※

2）」が施行され、差別解消に向けた取り組みが実施されてきたが、障害のある方が不当

な差別的取り扱いを受けたり、合理的な配慮を受けられないという相談が現在も寄せ

られている。 

障害のある方に対する差別が起きる原因の一つとして障害のある方に対する誤解や

偏見、無関心があることから、本市では障害理解の啓発に向けた様々な取り組みを進め

ているところである。 

例えば、市内の企業等へ障害のある当事者を講師として派遣し、自身の経験等を話し

てもらうことで障害のある方への理解を深める等の取り組み（「障害理解サポーター養

成研修」別添参考資料 1）や、条例等に関するリーフレット（別添参考資料 2）の配布、

障害者のコロナ禍における障害のある方の困りごとに関するリーフレット（別添参考

資料 3）を作成し、地下鉄駅へ設置する等の取り組みを行っているものの、これらはあ

くまでも特定の障害理解へ関心がある層を中心としたアプローチである。 

今後、障害理解の裾野を拡大していくためには無関心層への効果的なアプローチを

継続して実施することが求められており、その一環として年代や居住地等のターゲテ

ィングの精度が高いＷｅｂを活用した広報を実施するものである。 

   ※1 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 

   ※2 正式名称は「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共

に暮らしやすいまちをつくる条例」 

 

2. コンセプトについて 

 本事業においては、無関心層が比較的多いとされる若年者層（10 代から 30 代）へタ

ーゲットを絞り、障害理解の啓発を図りたいと考えている。（若年者層の現状について

は「3.本事業のターゲット」を参照のこと。） 

 無関心層へ向けてのアプローチであることから、法律や条例、制度を説明し、障害の

ある方への差別解消や合理的配慮の提供に向けた具体的な行動変容を求めるのではな

く、まずは「障害のある方の活動を知ってもらう」ためのＰＲを行うことで、障害理解

に関心を持ってもらうことを目指す。具体的には以下の 3 つのテーマを中心にＰＲを

行う。 

（1） 文化・芸術 

 文化芸術活動を推進している市内の団体を取材し、作品の制作者や職

員へのインタビューや撮影を通じて、障害のある方の文化芸術活動に

取り組む想い等をＰＲする。 

（ＳＯＵＰ 障害者の芸術活動支援センターへの取材を予定） 

 併せて、展覧会のイベント情報等、直に作品に触れる機会についても情
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報を提供する。 

（2） ふれあい製品 

 ふれあい製品販売会を取材し、製品の製作者や職員へのインタビューや

撮影を通じて、障害のある方のふれあい製品をたくさんの方に見て欲し

い、手に取って欲しいという想い等をＰＲする。 

（11 月 9 日開催「ふれあい製品フェア」等への取材を予定） 

 併せて、ふれあい製品販売会の情報等、直に製品に触れる機会について

も情報を提供する。 

（3） 障害者スポーツ 

 障害者スポーツを推進している市内の団体を取材し、競技者や職員への

インタビューや撮影を通じて、障害のある方のスポーツを楽しむ・親し

む想い等をＰＲする。 

（仙台市障害者スポーツ協会へ取材の協力を依頼予定） 

 併せて障害者スポーツイベントの情報等、直に障害者スポーツに触れ 

る機会についても情報を提供する。 

 無関心層は、福祉に関する広報に対して、「自身には関係ない」等のイメージを抱くこ

とが予想される。そのため、無関心層が興味を引くように、今回の広報全体のイメージ

としては、デザイン性やメッセージ性が高く、「見てみたい」、「明るい」等のイメージを

抱くような内容でＰＲし、ターゲットの興味を引きたいと考えている。 

また、本事業のもう一つの目的に、障害理解の啓発を通じた「障害福祉分野の人材確保」

がある。人材確保というテーマではあるが、直ちに求人に申込んでもらう等の具体的な

行動変容までを求めるのではなく、障害のある方の活動を「知ってもらう」先に、進路

や就労先の選択肢の一つとして興味を持ってもらう中長期的な視点でＰＲを行う。 

具体的には、各テーマで挙げた職員の仕事への想い等のインタビューを通じて、職業と

して魅力がある、明るいイメージ等を印象付ける内容を発信したい。 

 

3. 本事業のターゲット（若年者層：10 代～30 代）についての現状 

（1） 障害理解について 

① 「障害者に関する世論調査」（平成 29 年内閣府）より 

 障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いを尊重し、

支え合って暮らすことを目指す「共生社会」の周知度が 10 代後半から 30

代では他の年代に比べて低い傾向にある。【参考データ①】 

 一方で、「障害のある人が身近で普通に生活しているのが当たり前だ」と

いう「共生社会」の考え方についてどう思うかという質問に対し、「そう

思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答した 10 代後半から 30 代の

割合は 90％を超えている。【参考データ②】 

 

② 「仙台市障害者等保健福祉基礎調査」（平成 28 年仙台市）より 
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 「障害者福祉」に関心があるかという質問に対し、「とても関心がある」、

「関心がある」と回答した 20 代から 30 代の割合は他の年代に比べて低

い傾向にある。【参考データ③】 

 「困っている人に出会った時の対応」についての質問に対し、「積極的に

声をかけて必要なことを手伝う」と回答した 20 代の割合は 0％であった。

【参考データ④】 

 

（2） 障害福祉分野の人材確保について 

「障害福祉事業所所属職員へのアンケート結果」（令和 2 年仙台市）より 

 「障害福祉分野の人材確保・定着を図るために行政に期待していること」

という質問に対し、「若年層への障害理解教育」と回答した人が 542 人中

203 人（2 番目に多い回答）、「市民等への障害理解や魅力発信」と回答し

た人が 542 人中 199 人（3 番目に多い回答）と多数を占めた。【参考デー

タ⑤】 
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【参考データ①】出典：「障害者に関する世論調査」（平成 29 年内閣府） 

 

 

 

 

【参考データ②】 

 

 

 

 

 

 【参考】障害者について知って欲しい内容の一例 

 障害者は一般的な認識よりも身近な存在であり、特別な存在ではないこと 

 障害の種類も程度も様々であり、そして必要とする配慮も人それぞれ異なる

こと 

 見た目では分からない障害もあるということ 

 

   本事業により、これまで障害者に対して無関心であった人達が、困っている障害者を

見かけた際に「何かお困りですか？」と積極的に話かけられるようになることを期待し

ている。 
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【参考データ②】出典：「障害者に関する世論調査」（平成 29 年内閣府） 
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【参考データ③】出典：「仙台市障害者等保健福祉基礎調査」（平成 28 年仙台市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

【参考データ④】出典：「仙台市障害者等保健福祉基礎調査」（平成 28 年仙台市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考データ⑤】出典：「障害福祉事業所所属職員へのアンケート結果」（令和 2 年仙台市）

 


